
 住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成 20 年３月 27 日 

                                                         岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第４号 

   住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 

住民基本台帳法施行条例（平成 14 年岩手県条例第 49 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

提供を受ける区域内の市町村の執行機関 事 務 提供を受ける区域内の市町村の執行機関 事 務  

旅券法（昭和26年法律第267

号）に関する事務のうち法

別表第５に掲げるもの 

市町村長 特定非営利活動促進法（平

成10年法律第７号）に関す

る事務のうち法別表第５に

掲げるもの 

市町村長 

特定非営利活動促進法（平

成10年法律第７号）に関す

る事務のうち法別表第５に

掲げるもの 

 

別表第２（第５条関係） 

(１)～(13) ［略］ 

(14) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成11年法律第18

号）第２条第１項第１号から第４号までに掲げる者の新事業等の支援に係

る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの 

別表第２（第５条関係） 

(１)～(13) ［略］ 

 

(15) ［略］ (14) ［略］ 

 (16) ［略］ 

 (17) ［略］ 

 (18) ［略］ 

(15) ［略］ 

(16) ［略］ 

(17) ［略］ 

 (19) ［略］ 

 (20) ［略］ 

(18) ［略］ 

(19) ［略］ 



 (21) ［略］ (20) ［略］ 

 (21) 心身障害者扶養共済制度条例（昭和45年岩手県条例第35号）第17条第

３項第２号及び第４項の届出に関する事務であって規則で定めるもの 

(22)～(25) ［略］ 

(26) ペレットストーブの普及の促進に係る補助金の交付に関する事務で

あって規則で定めるもの 

(22)～(25) ［略］ 

 

(27) ［略］ 

(28) ［略］ 

(29) ［略］ 

(26) ［略］ 

(27) ［略］ 

(28) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。 
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